
選手変更に関する共通認識 
 

 

けが等により選手変更をする必要が生じた場合、以下の基準に従うこと。 

 

 

 

１．選手変更の申し出は、大会実行委員会（長野県学校剣道連盟）に

連絡をすること。※連絡先は大会要項を参照 

 

２．個人戦の選手変更の受けつけは抽選会前日までとする。抽選会当

日以降の選手変更については認めず、けが等により大会に参加で

きない場合は棄権とする。（抽選会予定日：令和4年6月19日） 

 

３．団体戦の選手変更は大会前日の受付の終了時刻（16時）までとす

る。ただし、変更にあたっては大会要項の「７ 参加資格」「８ 

選手団の構成」を満たしていることを条件とする。 

 

４．選手変更に関する書式は特にない。 

 

５．選手変更が必要となった際は、速やかに申し出を行うこと。 

 

６．プログラムの掲載について、変更を反映する努力はするが、約束

はできない。 

 

 

 

以 上  


